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令和6年3月1 4日（木）午前1 0 時 3 0分判決言渡し(1 0 3号法廷）

令和3年（ワ）第7 6 4 5号

原告ら （閲覧制限） 8名

被 告 国

判 決

第1 事案の概要及び本件の争点

要 旨
1

1 本件は、 法律上同性の者同士（以下「同性カップル等」という。）の婚姻を

希望する原告らが、 現行の法律婚制度を利用できる者を法律上異性の者同士（以下

「異性カップルjという。）の婚姻に限定している民法及び戸籍法の諸規定（以下

「本件諸規定」という。）が、 憲法14条1項、 24条1項及び同条2項に違反す

るにもかかわらず、 被告が、 正当な理由なく長期にわたって、 同性カップル等の婚

姻を可能とする立法措置を講ずるべき義務を怠っているなどと主張して、 被告に対

し、 国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料各1 0 0万円及びこれらに対する遅延損

害金の支払を求める事案である。

2 本件の主たる争点は、 本件諸規定が、 ①憲法24条1項に違反するか、②憲

法14条1項に違反するか及び③憲法24条2項に違反するかの3点である。

第2 主文

1 原告らの請求をいずれも棄却する。

- 2 訴訟費用は原告らの負担とする。

第3 理由の骨子

1 本件諸規定が憲法24条1項に違反するかについて

(1) 憲法24条 1 項の「両性」及び「夫婦」という文言からすれば、 同条は、 異

性カップルの婚姻を想定しており、 また、 明治期における民法の学説、 憲法の制定

過程及びその審議過程並びに昭和22年の民法改正時の国会審議の状況等を踏まえ

ると、 同性カップル等の婚姻については、検討対象の範囲外であったといえる。

そうすると、 憲法24条1項は、 同性カップル等の婚姻を想定していないものと

いえるから、 （同項が、）当初より、 同性カップル等の婚姻（の自由）を保障する

よう要請していたとはいえないというべきである。

(2)また＜法律婚制度の対象としては、 社会的承認を受けた人的結合関係が想定
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縺励◆縺九¢縺後∴縺ｮ縺ｪ縺�ｨｩ蛻ｩ縺ｧ縺ゅｋ縺ｨ縺�∴繧九�ゅ＠縺九＠縲∝酔諤ｧ繧ｫ繝��繝ｫ遲峨′縲∵悽莉ｶ隲ｸ隕丞ｮ�

縺ｫ繧医▲縺ｦ縲∝ｩ壼ｧｻ繧偵☆繧区ｩ滉ｼ壹ｒ荳�蛻�ｸ弱∴繧峨ｌ縺ｦ縺�↑縺�→縺�≧莠句ｮ溘�縲∬�蟾ｱ縺ｮ諤ｧ閾ｪ隱榊所

縺ｳ諤ｧ逧�欠蜷代↓蜊ｳ縺励◆逕滓ｴｻ繧帝�√ｋ縺薙→繧帝仆繧�縺薙→縺ｫ縺ｻ縺九↑繧峨↑縺�→縺�∴繧九�や��

莉･荳翫�縺ｨ縺翫ｊ縲∝酔諤ｧ繧ｫ繝��繝ｫ遲峨′縲∫樟迥ｶ縲∽ｺｺ譬ｼ逧�茜逶翫�莠ｫ蜿励↓縺､縺�※螟ｧ縺阪↑荳榊茜

逶翫ｒ陲ｫ縺｣縺ｦ縺翫ｊ縲√∪縺溘�∵乖莉翫�蝗ｽ髫帷噪縺ｪ貎ｮ豬√ｄ縲∵律譛ｬ縺ｫ縺翫¢繧句嵜豌代�蟀壼ｧｻ縺ｫ蟇ｾ縺吶ｋ
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諢乗�昴�螟牙ｮｹ繧りｸ上∪縺医ｌ縺ー縲∝ｩ壼ｧｻ縺ｮ荳ｻ菴薙ｒ縲∫焚諤ｧ繧ｫ繝��繝ｫ縺ｮ縺ｿ縺ｫ縺吶∋縺阪〒縺ゅｋ縺ｨ縺�▲

縺滉ｼ晉ｵｱ逧�ｾ｡蛟､隕ｳ縺ｯ縲∵昭繧峨＞縺ｧ縺�ｋ縺ｨ縺�∴繧狗憾豕√↓縺ゅｋ縲ゅ◎繧後↓繧ゅ°縺九ｏ繧峨★縲∵悽莉ｶ

隲ｸ隕丞ｮ壹′縲∝酔諤ｧ繧ｫ繝��繝ｫ遲峨�蟀壼ｧｻ繧定ｪ阪ａ縺壹�√∪縺溘�∵ｳ募ｾ倶ｸ翫�∝酔諤ｧ繧ｫ繝��繝ｫ遲峨′蟀壼ｧｻ

縺ｫ繧医ｋ豕慕噪蛻ｩ逶翫→蜷梧ｧ倥�豕慕噪蛻ｩ逶翫ｒ莠ｫ蜿励＠縺溘ｊ縲∫､ｾ莨夂噪縺ｫ蜈ｬ險ｼ繧貞女縺代ｋ蛻ｩ逶翫ｒ莠ｫ蜿�

縺励◆繧翫☆繧九◆繧√�蛻ｶ蠎ｦ縺御ｽ輔ｉ險ｭ縺代ｉ繧後※縺�↑縺��縺ｯ縲∝酔諤ｧ繧ｫ繝��繝ｫ遲峨′縲∬�蟾ｱ縺ｮ諤ｧ

閾ｪ隱榊所縺ｳ諤ｧ逧�欠蜷代↓蜊ｳ縺励◆逕滓ｴｻ繧帝�√ｋ縺ｨ縺�≧驥崎ｦ√↑莠ｺ譬ｼ逧�茜逶翫ｒ縲∝酔諤ｧ繧ｫ繝��繝ｫ遲�

縺九ｉ蜑･螂ｪ縺吶ｋ繧ゅ�縺ｫ縺ｻ縺九↑繧峨↑縺�°繧峨�∵悽莉ｶ隲ｸ隕丞ｮ壼所縺ｳ荳願ｿー縺励◆繧医≧縺ｪ遶区ｳ輔′縺輔ｌ

縺ｦ縺�↑縺�憾豕√�縲∝�倶ｺｺ縺ｮ蟆雁宍縺ｨ荳｡諤ｧ縺ｮ譛ｬ雉ｪ逧�ｹｳ遲峨�隕∬ｫ九↓辣ｧ繧峨＠縺ｦ蜷育炊逧�↑逅�罰縺�

縺ゅｋ縺ｨ縺ｯ隱阪ａ繧峨ｌ縺壹�∵�豕� 24譚｡2鬆�↓驕募渚縺吶ｋ迥ｶ諷九↓縺ゅｋ縺ｨ縺�≧縺ｹ縺阪〒縺ゅｋ縲�

(3) 繧ゅ▲縺ｨ繧ゅ�∝酔諤ｧ繧ｫ繝��繝ｫ遲峨�蟀壼ｧｻ遲峨↓菫ゅｋ豕募宛蠎ｦ縺ｮ蝨ｨ繧頑婿縺ｫ縺､縺�※縺ｯ縲√◎縺ｮ

譎ゅ���遉ｾ莨壽ｧ矩�｠繧�嵜豌代�諢剰ｭ倡ｭ峨�螟牙喧縺ｫ蟇ｾ蠢懊☆繧句ｽ｢縺ｧ豎ｺ縺帙ｉ繧後ｋ縺ｹ縺阪ｂ縺ｮ縺ｧ縺ゅｋ縺ｨ

縺薙ｍ縲∝酔諤ｧ繧ｫ繝��繝ｫ遲峨′蟀壼ｧｻ縺ｫ繧医ｋ豕慕噪蛻ｩ逶翫→蜷梧ｧ倥�豕慕噪蛻ｩ逶翫ｒ莠ｫ蜿励＠縺溘ｊ縲∫､ｾ莨�

逧�↓蜈ｬ險ｼ繧貞女縺代ｋ蛻ｩ逶翫ｒ莠ｫ蜿励＠縺溘ｊ縺吶ｋ縺溘ａ縺ｮ蛻ｶ蠎ｦ縺ｮ讒狗ｯ峨↓縺､縺�※縺ｯ縲√↑縺翫�∬､�焚

縺ｮ驕ｸ謚櫁い縺後≠繧九→縺�∴縲√◎縺ｮ繧医≧縺ｪ蛻ｶ蠎ｦ險ｭ險医↓縺､縺�※縺ｯ縲∝嵜莨壹�遶区ｳ戊｣�㍼縺ｫ蟋斐�繧�

繧後※縺�ｋ縺ｨ縺�∴繧九�ゅ◎縺�☆繧九→縲∵悽莉ｶ隲ｸ隕丞ｮ壹′謾ｹ蟒�＆繧後★縲∵ｳ募ｾ倶ｸ翫�∝酔諤ｧ繧ｫ繝��繝ｫ

遲峨′蟀壼ｧｻ縺ｫ繧医ｋ豕慕噪蛻ｩ逶翫→蜷梧ｧ倥�豕慕噪蛻ｩ逶翫ｒ莠ｫ蜿励＠縺溘ｊ縲∫､ｾ莨夂噪縺ｫ蜈ｬ險ｼ繧貞女縺代ｋ蛻ｩ

逶翫ｒ莠ｫ蜿励＠縺溘ｊ縺吶ｋ縺溘ａ縺ｮ蛻ｶ蠎ｦ縺檎ｫ区ｳ輔＆繧後※縺�↑縺�憾豕√′縲∫樟谿ｵ髫弱↓縺翫＞縺ｦ縲∫峩縺｡
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縺ｮ菴吶�轤ｹ縺ｫ縺､縺�※蛻､譁ｭ縺吶ｋ縺ｾ縺ｧ繧ゅ↑縺上＞縺壹ｌ繧ら炊逕ｱ縺後↑縺��� 繝ｻ

隨ｬ4 諡�ｽ馴Κ蜿翫�諡�ｽ楢｣∝愛螳�

豌台ｺ狗ｬｬ44驛ｨ

陬∝愛髟ｷ陬∝愛螳倬｣帶ｾ､遏･陦� 陬∝愛螳倬≡逕ー 蛛･蜈� 陬∝愛螳伜ｷ晄悽豸ｼ蟷ｳ

莉･荳�

4
 




